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海津地区防犯協会 TEL・FAX53-2660 海津警察署 53-0110ＴＥＬ

令和 年中、県内で発生した空き巣は、 件 で、無締りによる被害は、3 412 （前年比＋ 件）28

％でした。海津市内においては、空き巣は 件 、その他の侵入犯罪は、44 7 （前年比－１）

忍込み 件、事務所荒らし 件、出店荒し 件でした。2 2 1

☆ 機能性が高い鍵・・・壊されない頑丈な鍵

☆ 窓の補助錠・・・窓からの侵入を防ぐ

☆ 防犯ガラス・フィルム・・・ガラス割りの侵入を防ぐ

☆ センサーサイレン・・・侵入音で威嚇する

☆ 防犯砂利・・・侵入者を音で警戒する

☆ 防犯灯・・・家の周りを照らす

☆ センサーライト・・・侵入者を照らす

☆ 録画機能付きインターフォン・・・訪問者を確かめる

〇 わずかな外出でも鍵を掛けましょう。

、 。〇 在宅時でも 玄関や人のいない部屋の窓には鍵を掛けましょう

〇 家の周囲に２階や屋根への足場になるものは、置かないように.
しましょう。

〇 出かけるときは、ご近所に声をかけるなど で「地域の目」
警戒をすることも大切です
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オレオレ詐欺の電話が
多発しています !

県内の一般家庭に対し

・大手百貨店員を名乗り、カードの不正利用が

発覚した。

、 。・病院の医師を名乗り 息子の病気が発覚した

などの内容で電話がかかる事案が多発していま

、
す。

これらは、オレオレ詐欺に発展する前兆電話

と思われます。

不審な電話を受けないために、留守番電話

設定を活用してください。

6月は外国人労働者問題月間です。

不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人だけでなく、

不法就労させた事業主も処罰の対象となります。

１ 不法滞在者や被退

去強制者が働くケース

（例 ・密入国した人や）

在留期限の切れた人が

働く

・退去強制されることが既

に決まっている人が働く

2 就労できる在留資格を有していない

外国人で出入国在留管理庁から働く

許可を受けていないのに働くケース

（例 ・観光等の短期滞在目的で入国した人）

が 許可を受けずに働く

・留学生や難民認定申請中の人が許可を受

けずに働く

3 出入国在留管理庁から認められ

た範囲を超えて働くケース

（例 ・外国料理のコックや語学学校の先）

生として働くことを認められた人が工場

で作業員として働く

・留学生が許可された時間数を超えて

働く

前 兆 電 話 ６１件

前兆メール等 １０５件

前兆ハガキ等  ２件


